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公啓法親王と上方宮門跡との関係性
――輪王寺宮の融和的姿勢の検討――

The Relationship Between Prince Kōkei and the Miya-monzeki in 
Kamigata: An Examination of the Conciliatory Attitude 

of The Rinnojinomiya

松本　大輝

キーワード：輪王寺宮，公啓法親王，兼帯，上方宮門跡秩序，融和

　This study examines Prince Kōkei, the seventh generation of The 
Rinnojinomiya lineage. It demonstrates that compared to the first-genera-
tion Rinnojinomiya abbot, Prince Shuchō’s attitude became more concilia-
tory after succeeding to The Rinnojinomiya. Previous studies on The 
Rinnojinomiya have focused on Prince Shuchō, the first abbot; his superior-
ity over the Miya-monzeki in Kamigata is often emphasized.
　However, my analysis of Prince Kōkei showed that he adopted a more 
cooperative stance toward the Miya-monzeki in Kamigata compared to 
Prince Shuchō. Specifically, although Prince Kōkei relocated from the 
Manshuin Temple to The Rinnojinomiya, he maintained a limited concur-
rent appointment at Manshuin, ensuring that it did not remain vacant.

By strategically managing his dual roles as the abbot of The Rinnojinomiya 
and a member of Manshuin, Prince Kōkei fulfilled his responsibilities at 
The Rinnojinomiya. He contributed to the succession affairs of the Miya-
monzeki in Kamigata as a representative of Manshuin. This reveals the 
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reciprocal and cooperative relationship between Rinnojinomiya and Miya-
monzeki in Kamigata during his tenure.
　By examining each generation of Rinnojinomiya abbots in detail, we can 
clarify whether significant changes occurred during the 200-year history 
of the temple. Detailed research on The Rinnojinomiya is needed.



－288（3）－

目
　
　
次

は
じ
め
に

第
一
章

上
方
宮
門
跡
と
し
て
の
輪
王
寺
宮

第
二
章

日
光
山
門
主
と
し
て
の
輪
王
寺
宮

お
わ
り
に

注参
考
文
献

は
じ
め
に

宝
暦
二
年
（
一
七
五
三
）、
第
七
代
輪
王
寺
宮
の
公
遵
法
親
王

が
隠
居
し
、
第
八
代
輪
王
寺
宮
の
公
啓
法
親
王
が
、
曼
殊
院
宮

か
ら
転
住
し
て
、
輪
王
寺
宮
を
相
続
し
た
。
歴
代
輪
王
寺
宮
は

天
皇
家
の
皇
子
が
選
ば
れ
て
き
た
が
、
公
啓
法
親
王
は
初
め
て

世
襲
親
王
家
か
ら
擢
用
さ
れ
て
い
る
。
公
啓
法
親
王
の
擢
用
過

程
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
広
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
』
か
ら
見

る
―
公
啓
法
親
王
の
相
続
事
情
―
」
に
て
検
討
し
、
以
下
の
要

因
を
明
ら
か
に
し
た
。

①
当
時
は
深
刻
な
皇
子
不
足
に
よ
り
、
宮
門
跡
だ
け
で
な
く

天
皇
家
の
後
継
者
確
保
も
難
航
し
た
た
め
、
世
襲
親
王
家
か
ら

宮
門
跡
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
た
。

②
閑
院
宮
家
は
世
襲
親
王
家
の
中
で
も
天
皇
家
と
の
血
筋
が

最
も
近
く
、
輪
王
寺
宮
と
し
て
の
格
を
維
持
で
き
る
候
補
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
当
主
直
仁
親
王
の
娘
倫
子
女
王
が
徳
川
家
治

と
の
婚
約
を
結
ん
で
い
た
た
め
、
徳
川
家
と
の
関
係
性
が
深
い

点
も
重
要
だ
っ
た
。

③
比
叡
山
三
門
跡
（
青
蓮
院
・
妙
法
院
・
三
千
院
の
こ
と
を

指
す
）
と
附
弟
（
門
主
の
跡
継
ぎ
）
の
内
約
を
結
ん
だ
皇
子
た

ち
は
敬
遠
さ
れ
、
京
の
宮
門
跡
秩
序
を
阻
害
し
な
い
人
物
を
選

ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。

以
上
を
踏
ま
え
、
公
啓
法
親
王
は
朝
廷
と
幕
府
の
双
方
に
ふ

さ
わ
し
い
候
補
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
公
啓

法
親
王
は
朝
廷
を
中
心
と
し
た
上
方
宮
門
跡
秩
序
に
同
調
し
、

輪
王
寺
宮
の
複
雑
な
関
係
性
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

初
代
輪
王
寺
宮
の
研
究
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
村
山
修
一
は
「
妙
法
院
門
跡
堯
恕
法
親
王
と
そ
の
時

代
」（『
史
林
』
第
五
十
六
巻
四
号
、
一
九
七
三
）
に
て
、
妙
法

院
門
跡
で
あ
る
堯
恕
法
親
王
が
、
輪
王
寺
宮
門
跡
と
幕
府
に



－287（4）－

よ
っ
て
宗
教
上
の
主
導
権
を
握
ら
れ
、
憤
懣
し
て
い
る
様
子
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
一
方
曽
根
原
理
は
、『
徳
川
家
康
神
格
化

へ
の
道
―
中
世
天
台
思
想
の
展
開
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
）

に
て
、
徳
川
神
格
化
と
輪
王
寺
宮
成
立
が
、
上
方
か
ら
の
宗
教

権
威
の
独
立
を
達
成
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

最
終
的
に
は
杣
田
善
雄
が
、
両
者
の
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

『
幕
藩
権
力
と
寺
院
・
門
跡
』（
思
文
閣
史
学
叢
書
、
二
〇
〇
三
）

に
て
、
輪
王
寺
宮
が
他
の
上
方
門
跡
よ
り
後
継
の
確
保
が
優
先

さ
れ
る
様
子
を
明
ら
か
に
し
、
門
跡
の
人
的
保
障
の
側
面
に
お

い
て
、
輪
王
寺
宮
門
跡
に
対
し
上
方
宮
門
跡
が
従
属
的
に
位
置

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
杣
田
は
、
同
書
に

て
、
宗
学
統
制
権
や
住
持
任
命
権
な
ど
の
権
威
性
の
所
在
に
関

す
る
分
析
を
通
じ
、
輪
王
寺
宮
門
跡
の
成
立
に
よ
っ
て
、
上
方

門
跡
の
権
限
が
、
形
式
的
な
も
の
を
除
い
て
、
輪
王
寺
宮
門
跡

に
吸
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
一
）。
こ
の
よ
う
に
、

初
代
輪
王
寺
宮
は
そ
の
権
力
の
優
位
性
か
ら
、
上
方
宮
門
跡
に

優
越
す
る
存
在
と
し
て
度
々
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
輪
王
寺
宮
の
先
行
研
究
は
、
史
料
の
制
約
か
ら（
二
）、

一
定
の
偏
り
が
指
摘
さ
れ
る（
三
）が
、
個
々
の
輪
王
寺
宮
の
詳
細

な
検
討
が
課
題
に
な
っ
て
い
る（
四
）。
輪
王
寺
宮
は
、
明
暦
元
年

（
一
六
五
五
）
の
成
立
か
ら
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
公
現

法
親
王
が
親
王
の
身
分
が
解
か
れ
る
ま
で
、
約
二
百
年
存
続
し

た
宮
門
跡
で
あ
り
、
時
代
の
経
過
や
社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、

関
係
性
の
変
化
が
推
察
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
先
述
し
た
拙
稿

を
踏
ま
え
れ
ば
、
公
啓
法
親
王
の
上
方
門
跡
に
対
す
る
姿
勢
は
、

初
代
輪
王
寺
宮
と
比
較
し
た
場
合
、
対
立
か
ら
同
調
へ
と
、
融

和
的
な
傾
向
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿

で
は
、
公
啓
法
親
王
の
輪
王
寺
宮
相
続
ま
で
を
既
に
拙
稿
に
て

分
析
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、『
広
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
』（
以

下
『
兼
胤
記
』）
を
中
心
に
、
輪
王
寺
宮
相
続
後
の
公
啓
法
親
王

の
役
割
を
検
討
し
、
輪
王
寺
宮
の
関
係
性
の
変
化
に
つ
い
て
論

ず
る
。

『
兼
胤
記
』
と
は
、
廣
橋
兼
胤
の
役
務
日
記
で
あ
り
、
先
行
研

究
上
で
は
、
当
時
の
朝
廷
の
様
相
に
対
す
る
分
析
や
、
尊
王
思

想
の
走
り
と
さ
れ
る
宝
暦
事
件
に
関
す
る
考
察
な
ど
、
朝
廷
に

関
連
し
た
研
究
で
広
く
用
い
ら
れ
る
史
料
と
な
っ
て
い
る
が
、

輪
王
寺
宮
に
関
し
て
も
、
纏
ま
っ
て
記
録
が
残
っ
て
い
る
と
い

う
点
で
、
非
常
に
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
以
降
の
史
料
引
用
に
お
け
る
（

）
内
の
注
記



－286（5）－

は
、
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章

上
方
宮
門
跡
と
し
て
の
輪
王
寺
宮

公
啓
法
親
王
が
江
戸
へ
下
向
し
、
輪
王
寺
宮
を
相
続
し
た
後
、

初
め
て
の
大
任
は
、
天
台
座
主
宣
下
の
た
め
の
上
京
と
、
そ
の

際
に
曼
殊
院
宮
の
一
時
的
な
兼
帯
（
門
主
の
地
位
を
兼
任
す
る
こ

と
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）

四
月
に
輪
王
寺
宮
は
、
天
台
座
主
宣
下
を
行
う
た
め
に
上
京
し
、

同
年
十
一
月
に
天
台
座
主
を
辞
退
す
る
ま
で
京
に
滞
在
し
た
が
、

そ
の
際
に
曼
殊
院
宮
を
一
時
的
に
兼
帯
し
た
の
で
あ
る（
五
）。
公

啓
法
親
王
は
、
曼
殊
院
宮
か
ら
輪
王
寺
宮
へ
転
住
相
続
し
た
宮

門
跡
で
あ
り
、
本
来
転
住
相
続
が
行
わ
れ
た
場
合
、
転
住
元
の

宮
門
跡
は
、
無
住
の
状
態
に
な
る
か
、
転
住
に
際
し
て
新
た
な

宮
門
跡
候
補
が
選
定
さ
れ
、
附
弟
の
御
内
約
が
結
ば
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
る（
六
）。
し
か
し
、
公
啓
法
親
王
は
転
住
相
続
に
伴

う
附
弟
の
選
定
を
行
わ
ず
に
、
曼
殊
院
宮
を
「
御
預
」
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、『
兼
胤
記
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

［
史
料
一
］『
兼
胤
記
』
寛
延
三
年
七
月
二
十
八
日
条

廿
八
日
、

一
辰
半
刻
、
同
役
同
伴
向
松（

松

平

資

訓

）

平
豊
後
守
役
宅
、
対
謁
、

（
中
略
）

一
願
曼
殊
院
空
室
之
間
被
預
度
由
、
願
之
通
被

仰
出
、

可
申
達
之
由
摂（

一
条
道
香
）

政
殿
被
命
、
夫
ニ
付
被

仰
出
之
趣
、

如
左
、
新
宮
可
申
達
、
豊
後
守
并
院
家
坊
官
等
江
も

可
含
置
申
定
了
、

一
曼
殊
院
室
御
相
続
之
人
体
有
之
候
迄
、
御
預
之
儀
、

御
願
之
通
被

仰
出
候
、
尤
御
兼
帯
ニ
而
者
無
之
候

事
、

一
御
相
続
之
人
体
有
之
候
上
、
法
流
者
青
蓮
院
同
流
勿

論
之
儀
ニ
而
可
有
之
候
事
、

一
御
預
之
時
之
例
格
ニ
而
、
諸
事
可
有
御
取
計
候
事
、

〔
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編

一
九
九
〇
年

一
二
五
〕

右
の
引
用
は
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
に
先
代
輪
王
寺
宮

で
あ
る
公
遵
法
親
王
が
、
曼
殊
院
宮
門
跡
を
務
め
て
い
た
公
啓

法
親
王
を
、
輪
王
寺
宮
附
弟
と
定
め
た
際
の
も
の
で
あ
り
、
①

曼
殊
院
宮
は
公
啓
法
親
王
の
「
御
預
」
で
あ
っ
て
、
兼
帯
で
は

な
い
こ
と
、
②
曼
殊
院
宮
を
相
続
す
る
人
物
は
、
青
蓮
院
と
同
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じ
法
流
に
属
す
る
こ
と
、
の
二
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
①
に

関
し
て
は
、
輪
王
寺
宮
が
宮
門
跡
を
兼
帯
す
る
こ
と
で
、
事
実

上
輪
王
寺
宮
の
支
配
下
に
な
っ
た
宮
門
跡
と
し
て
、
毘
沙
門
堂

が
既
に
先
例
と
し
て
存
在（
七
）し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
曼
殊
院

で
も
同
様
の
事
態
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、「
御
預
」
と
い
う
形
式

を
取
る
こ
と
で
、
兼
帯
の
よ
う
に
門
主
の
地
位
に
は
付
い
て
い

な
い
こ
と
を
、
意
識
的
に
区
別
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
②

に
関
し
て
は
、
青
蓮
院
は
代
々
三
昧
流
の
教
え
を
継
承
し
て
お

り
、
曼
殊
院
宮
に
関
し
て
も
、
同
様
の
法
流
に
則
る
よ
う
留
意

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
「
御
預
」

と
し
た
曼
殊
院
宮
で
あ
る
が
、
公
啓
法
親
王
が
輪
王
寺
宮
を
継

い
だ
後
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
に
一
時
的
な
兼
帯
を
次

の
よ
う
に
願
い
出
て
い
る
。

［
史
料
二
］『
兼
胤
記
』
宝
暦
十
一
年
七
月
二
十
八
日
条

十
四
日
、

一
、
巳
半
刻
参

内
、

（
中
略
）

一
、
輪
門
よ
り
内
ゝ
被
頼
、
来
年
青（

尊
真
法
親
王
）

蓮
院
宮
灌
頂
大
阿
闍

梨
三
昧
流
之
伝
法
被
賴
之
処
、
竹（

曼
殊
院
）門預
ニ
而
ハ
難
被
伝

法
ニ
付
、
灌
頂
之
前
後
暫
竹
門
被
兼
帯
、
被
伝
法
度
候
、

来
年
右
之
儀
被
相
願
於

御
所
表
御
指
支
ハ
有
之
間
敷

哉
、
内
ゝ
被
聞
合
之
由
ニ
付
、
関
白
殿
へ
内
ゝ
申
入
之

処
、
密
被
窺

天
気
之
処
、
御
指
支
無
之
御
沙
汰
之

由
、
被

仰
聞
了
、

〔
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編

二
〇
一
三
年

一
一
一
〕

青
蓮
院
宮
で
あ
る
尊
真
法
親
王
に
三
昧
流
を
伝
法
す
る
た
め

に
、
曼
殊
院
宮
が
「
御
預
」
の
状
態
で
は
伝
法
が
難
し
く
、
来

年
（
宝
暦
十
二
年
）
の
伝
法
灌
頂
の
前
後
に
限
っ
て
兼
帯
を
願

い
出
て
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。
三
昧
流
と
は
、
本
来
青
蓮
院
が

主
体
と
な
っ
て
継
承
し
て
き
た
教
え
で
あ
る
が
、
青
蓮
院
宮
尊

真
法
親
王
の
先
代
で
あ
る
尊
英
法
親
王
は
、
宝
暦
二
年

（
一
七
五
七
）
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
更
に
そ
の
前
代
で
あ
る
尊

祐
法
親
王
は
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。

一
方
公
啓
法
親
王
は
、
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
十
二
月
に
曼

殊
院
宮
と
し
て
入
室
得
度
を
行
い
、
こ
の
時
、
青
蓮
院
宮
で
あ

る
尊
祐
法
親
王
が
戒
師
を
務
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
華
頂

要
略
門
主
伝
』
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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［
史
料
三
］『
華
頂
要
略
門
主
伝
』
延
享
元
年
十
二
月
七
日
条

十
二
月
七
日
己
酉
天
晴
、
今
夜
於
曼
殊
院
門
跡
可
有
俊
（
公
啓
法
親
王
）
宮

御
得
度
為
御
戒
師
渡
御
、
先
是
於
圓
光
寺
被
整
御
行
粧
、
御

衣
体
鈍
色
、
表
袴
、
衲
袈
裟
、
供
奉
坊
官
治
部
卿
法
印
業
広

素
絹
、御
輿
脇
四
人
布
衣
、御
先
五
人
等
為
御
祝
儀
御
太
刀
馬
代
銀

一
枚
、
三
種
一
荷
被
進
之
、
御
使
大
蔵
卿
法
印
経
雄
参
向
、

為
御
雇
尊
勝
院
大
僧
都
、
法
印
継
雄
、
法
橋
経
貢
、
並
河
木

工
等
参
向
、
俊
宮
御
法
名
良
啓
親
王
、
御
饗
応
之
後
及
子
半

刻
還
御
、
同
八
日
為
御
礼
白
銀
拾
枚
、
三
種
一
荷
被
進
、
御

使
千
種
大
蔵
卿
、

〔
仏
書
刊
行
会

編

一
九
八
一

六
八
〇
～
六
八
一
〕

良
啓
と
は
、
公
啓
法
親
王
の
曼
殊
院
宮
時
代
の
法
名
で
あ
り
、

尊
祐
法
親
王
が
戒
師
を
務
め
、
尊
勝
院
な
ど
青
蓮
院
の
院
家
衆

も
参
列
し
て
い
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
公
啓
法

親
王
は
、
宮
門
跡
に
お
い
て
三
昧
流
を
継
承
し
た
唯
一
の
人
物

と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
公
啓
法
親
王
は
、
三
昧
流
の
宮
門
跡
に
灌
頂
を

行
う
た
め
、
曼
殊
院
宮
を
兼
帯
し
て
い
た
の
で
あ
る（
八
）。
本
末

制
度
の
も
と
で
統
制
が
行
わ
れ
て
い
た
江
戸
時
代
の
宮
門
跡
に

お
け
る
兼
帯
は
、
宮
門
跡
の
新
規
創
設
や
再
興
に
際
し
て
、
形

式
的
に
行
わ
れ
る（
九
）の
が
一
般
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
流
に

則
っ
て
、
公
啓
法
親
王
一
代
限
り
の
輪
王
寺
宮
の
曼
殊
院
宮
兼

帯
が
許
さ
れ
た
こ
と
は
、
公
啓
法
親
王
固
有
の
事
象
と
な
っ
て

い
る（
一
〇
）。

例
え
ば
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
に
公
啓
法
親
王
が
上
京

し
た
後
、
曼
殊
院
門
跡
兼
帯
に
関
す
る
文
書
の
扱
い
に
つ
い
て
、

京
都
所
司
代
内
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
次
の
通
り
で
あ
る
。

［
史
料
四
］『
兼
胤
記
』
宝
暦
十
二
年
閏
四
月
十
九
日
条

一
、
同
申
、
輪

（
公
啓
法
親
王
）
門
在
洛
中
曼
殊
院
室
兼
帯
之
事
、
関
東
ニ

而
被
申
望
相
済
京
都
へ
申
来
候
様
之
儀
、
先
格
不
相
知

候
、
如
何
取
計
可
被
宜
哉
、
内
々
伊（

阿
部
正
右
）

予
守
相
尋
之
由
也
、

先
格
と
て
ハ
有
間
敷
歟
、
寛
延
四
年
正
月
曼
殊
院
室
預

り
之
儀
願
之
節
、
松（

松

平

資

訓

）

平
豊
後
守
御
役
中
被
申
越
候
書
付

写
可
遣
候
間
、
其
通
ニ
而
尚
又
此
度
之
儀
伊
予
守
被
加

了
簡
可
被
申
越
候
、
被
達
方
ハ
い
か
よ
う
ニ
而
も
於
此
方

指
障
有
之
間
敷
候
由
、
答
了
、
翌
廿
日
、預
候
節
之
豊
後
守
書
付
之
写
、

御
附
へ
遣
之
了
、

〔
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編

二
〇
一
三
年

二
三
九
〕
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輪
王
寺
宮
が
、
在
京
中
に
曼
殊
院
門
跡
を
一
時
的
に
兼
帯
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
先
例
が
な
い
た
め
、
所
司
代
と
し
て
ど
の

よ
う
に
取
り
計
ら
う
べ
き
か
、
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
「
先

格
と
て
ハ
有
間
敷
歟
、」
と
、
先
例
が
不
明
で
あ
っ
た
た
め
、
寛

延
四
年
（
一
七
五
一
）
正
月
の
書
付
を
参
考
に
、
今
回
も
所
司

代
か
ら
書
付
が
送
付
さ
れ
る
こ
と
を
、
兼
胤
へ
と
伝
え
た
も
の

で
あ
る
。
宮
門
跡
の
一
時
的
な
兼
帯
を
行
っ
た
事
例
が
輪
王
寺

宮
内
で
は
存
在
し
な
い
た
め
、
所
司
代
で
も
対
応
に
迷
い
が
見

ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

さ
ら
に
、
宮
門
跡
の
相
続
の
動
向
に
つ
い
て
、
公
啓
法
親
王

が
輪
王
寺
宮
と
し
て
活
動
し
た
前
後
約
五
十
年
を
検
討
す
る
と
、

表
一
「
宮
門
跡
相
続
の
動
向
に
つ
い
て
」
の
通
り
に
な
り
、
曼

殊
院
宮
以
外
で
宮
門
跡
が
「
御
預
」
と
な
っ
た
事
例
は
確
認
さ

れ
な
い
。
曼
殊
院
宮
の
よ
う
に
、
転
住
相
続
な
ど
に
よ
っ
て
一

時
的
に
門
主
が
不
在
と
な
っ
た
宮
門
跡
は
、
一
乗
院
と
勧
修
寺

の
二
ヶ
寺
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
寺
院
で
は
曼
殊
院
宮
と
異

な
り
、
附
弟
が
定
め
ら
れ
る
か
、
無
住
の
宮
門
跡
と
な
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
転
住
相
続
後
に
「
御
預
」
に
よ
る
特
殊
な
兼

帯
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
曼
殊
院
宮
の
み
に
留
ま
っ
て
い
る
。

な
お
、「
御
預
」
の
状
態
で
は
な
ぜ
伝
法
に
不
都
合
が
生
じ
る

表 1　宮門跡相続の動向について

『華頂要略』を参考に作成。無住の期間に関しては、（　）表記を付け、点線表記とする。
輪王寺宮及び上方宮門跡の相続状況を考察するため、公啓法親王が輪王寺宮を相続した 1752 年を中心に、
前後約 25 年を検討した。
※ 1 及び※ 2：曼殊院宮相続予定だったが、輪王寺宮へ転住
※ 3：一乗院宮相続予定だったが、青蓮院宮へ転住
※ 4：伏見宮相続のため、還俗
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の
か
、
そ
の
理
由
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
記
録
上
の
文
言

か
ら
あ
る
程
度
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
華
頂
要
略
門

主
伝
』
に
は
、
尊
真
法
親
王
に
対
す
る
伝
法
灌
頂
の
事
前
儀
礼

と
し
て
、
三
摩
耶
戒
の
戒
律
を
授
け
た
事
例
が
次
の
よ
う
に
記

録
さ
れ
て
い
る
。

［
史
料
五
］『
華
頂
要
略
門
主
伝
』
宝
暦
十
二
年
十
一
月
五
日
条

同
月
六
日
甲
于
天
晴
。
今
日
被
行
庭
儀
三
摩
耶
戒
、
大
阿
闍

梨
曼
殊
院
一
品
公
啓
親
王
、
于
輪
王

寺
兼
任

御（
尊
真
法
親
王
）

受
者
御
年
廿
歳

実
十
九

、
着
座
公
卿

清
水
谷
大
納
言
実
栄
卿

油
小
路
左
衞
門
督
隆
前
卿
、

石
井
宰
相
行
忠
卿

奉
行

職
事
中
門
蔵
人
右
中
弁
俊臣
、布
施
取
殿
上
人
穗
波
大
蔵
少
輔
尚明
、

六
角
兵
部
大
輔
知通

石
山
右
京
大
夫
基陳
、東
久
世
刑
部
権
大
輔
通武
、桜

井
大
膳
大
夫
兼文
、堂
童
子
園
池
右
兵
衛
權
佐
実徳
、大
宮
民
部
權
大

輔
貞季
、岩
倉
治
部
権
大
輔
広雅
、愛
宕
宮
内
少
輔
通直
、執
綱
東
久
世
桜

井
兼
之
、
執
蓋
慈
光
寺
極
﨟
源
澄
仲
、

出
納
右
近
将
監
職
方
、
御

倉
小
舍
人
真
継
若
狹
守
親
弘
、
山
科
刑
部
丞
生
民
等
各
参

勤
、
勅
使
久
世
少
将
通
根
朝
臣
、
並
添
使
中
大
路
右
近
、
為

御
祝
儀
御
太
刀
一
腰
、
御
馬
代
判
金
一
枚
、
干
蕨
、
昆
布
、

氷
蒟
蒻
各
一
箱
、

御
樽
一
荷
賜
之
、

〔
仏
書
刊
行
会

編

一
九
八
一

七
六
八
～
七
七
〇
〕

こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
点
は
、
公
啓
法
親
王
が
「
大
阿
闍
梨
曼

殊
院
一
品
公
啓
親
王
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
公

啓
法
親
王
が
曼
殊
院
宮
を
兼
帯
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
主
体
は

曼
殊
院
宮
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
輪
王
寺
宮
を
兼
帯
し
て
い
る
曼

殊
院
宮
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
啓
法

親
王
が
曼
殊
院
宮
を
兼
帯
す
る
前
の
記
事
を
『
華
頂
要
略
門
主

伝
』
で
確
認
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

［
史
料
六
］『
華
頂
要
略
門
主
伝
』
宝
暦
一
二
年
六
月
二
十
七

日
条同

月
廿
七
日
戊
午
御
前
行
御
開
闢
、

輸
門
兼
曼
殊
院
公
啓
親
王
有
御
成
、
為
御
祝
儀
昆
布
一

箱
、
砂
糖
漬
一
壺
被
進
之
、
御
対
面
之
後
輪
門
御
手

自
令
作
散
杖
貳
本
給
御
入
堂
、
阿
闍
梨
宮
重
衣
三
緒
、
御
受
者

白
晒
浄
衣
、
同
七
条
製
裟
、
念
珠
梅
木
ニ
テ
造
之
、
但
御

対
面
之
時
者
、
白
晒
浮
衣
、
同
じ
三
緒
御
着
用
、　　
　

輪
門
還
御
之
後
以
御
使
法
橋
堯
氏

被
進
昆
布
一
箱
、
饑
頭
貮百

一
折
、

〔
仏
書
刊
行
会

編

一
九
八
一

七
五
三
〕

右
の
引
用
は
、
公
啓
法
親
王
が
曼
殊
院
宮
一
時
兼
帯
を
申
し

出
る
前
の
記
事
で
あ
り
、
開
闢
の
儀
礼
に
際
し
て
、
輪
王
寺
宮
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で
あ
る
公
啓
法
親
王
が
参
列
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
記
録
で
は
「
輸
門
兼
曼
殊
院
」
と
表
現
さ
れ
、
主

体
が
輪
王
寺
宮
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
公
啓
法
親
王
は
、
輪
王
寺
宮
と
曼
殊
院
宮
の

二
つ
の
立
場
に
つ
い
て
、
明
確
に
使
い
分
け
て
お
り（
一
一
）、
曼

殊
院
宮
が
青
蓮
院
宮
に
三
昧
流
を
授
け
た
と
い
う
事
実
を
残
す

た
め
に
、
曼
殊
院
宮
を
兼
帯
し
た
の
で
あ
る
。
公
啓
法
親
王
が
、

こ
の
よ
う
に
立
場
を
使
い
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、

尊
真
法
親
王
に
一
身
阿
闍
梨
を
授
け
た
際
の
記
録
か
ら
読
み
取

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
華
頂
要
略
門
主
伝
』
に
次
の
よ
う
に
記

録
さ
れ
て
い
る
。

［
史
料
七
］『
華
頂
要
略
門
主
伝
』
宝
暦
十
二
年
十
月
十
日
条

応
令
入
道
無
品
尊
真
親
王
補
一
身
阿
闍
梨
職
事
右
得

阿
闍
梨
一
品
公
啓
親
王
今
月
五
日
奏
状
備
謹
検
故
実
為

万
乗
瓊
樹
之
貴
種
預
一
身
闍
梨
之
恩
花
者

皇
朝
之
佳

猷
釈
門
之
恒
典
也
爰
件
尊
真
親
王
者
分
天
潢
之
浪
湛
法

水
之
淵
源
為
王
室
之
盤
石
協
仏
家
之
棟
梁
推
薦
之
処
誰

謂
非
拠
望
請
天
慈
以
件
尊
真
親
王
被
授
一
身
阿
闍
梨
職

者
弥
誇
自
宗
之
繁
昌
将
祈

聖
運
之
久
遠
矣
者
右
中
弁

兼
左
衛
門
権
佐
藤
原
朝
臣
俊
臣
伝
宣
権
中
納
言
藤
原
朝

臣
益
房
宣
奉

勅
依
請
者

〔
仏
書
刊
行
会

編

一
九
八
一

七
五
六
〕

公
啓
法
親
王
の
奏
上
に
基
づ
き
、「
応
令
入
道
無
品
尊
真
親
王

補
一
身
阿
闍
梨
職
事
」
と
、
尊
真
法
親
王
に
一
身
阿
闍
梨
が
授

け
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
天
皇
の
血
統
が
、
一
身
阿
闍

梨
を
授
か
る
こ
と
は
、「
皇
朝
之
佳
猷
釈
門
之
恒
典
也
」
と
、
朝

廷
に
と
っ
て
良
き
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
に
と
っ
て
は
一
定
不
変

の
規
則
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
爰
件
尊
真
親
王
者
分

天
潢
之
浪
湛
法
水
之
淵
源
」
と
、
尊
真
法
親
王
は
、
天
潢
（
皇

族
）
の
流
れ
に
則
り
、
仏
法
を
伝
え
る
源
と
な
り
、「「
為
王
室

之
盤
石
協
仏
家
之
棟
梁
」」
と
、
王
室
の
基
盤
と
な
り
、
仏
教
を

支
え
る
人
物
と
し
て
、
尊
真
法
親
王
を
評
価
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
尊
真
法
親
王
が
仏
教
に
お
け
る
伝
統
に
従
い
、
仏
法
を
遵

守
し
て
い
る
こ
と
を
称
え
た
記
録
と
な
っ
て
い
る（
一
二
）。

仮
に
公
啓
法
親
王
が
曼
殊
院
宮
の
名
を
冠
さ
ず
に
、
一
身
阿

闍
梨
を
授
け
て
い
た
場
合
、
尊
真
法
親
王
は
、
伝
統
に
基
づ
く

仏
法
の
遵
守
か
ら
逸
脱
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
上
方
宮
門
跡
秩
序

を
維
持
す
る
た
め
に
、
公
啓
法
親
王
は
意
識
的
に
立
場
を
使
い
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分
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
公
啓
法
親
王
は
、
最
終
的
に

兼
帯
か
ら
「
御
預
」
に
戻
す
こ
と
を
次
の
よ
う
に
願
い
出
て
い

る
。［

史
料
八
］『
兼
胤
記
』
宝
暦
十
二
年
十
一
月
十
八
日
条

一
、
輪
王
寺
宮
よ
り
書
付
、
曼
殊
院
室
被
兼
帯
候
処
如
元

預
ニ
被
願
存
之
由
書
付
、
同
（
姉
小
路
公
文
）
役
摂（
近
衛
内
前
）

政
殿
へ
持
参
被

申
入
、
可
言
上
被
命
、
附
葉
室
大
納
言
言
上
、
如
元

預
ニ
被

仰
出
了
、

〔
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編

二
〇
一
五
年

四
五
～
四
六
〕

右
の
引
用
で
は
、
公
啓
法
親
王
が
自
ら
「
御
預
」
に
戻
す
こ

と
を
申
し
出
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
公
啓
法
親

王
が
意
識
的
に
立
場
を
使
い
分
け
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い

る
。さ

ら
に
公
啓
法
親
王
は
、
三
昧
流
の
継
承
だ
け
で
な
く
、
曼

殊
院
宮
の
附
弟
の
決
定
に
も
関
与
し
、
曼
殊
院
の
相
続
に
も
大

き
く
貢
献
し
て
い
る
。
曼
殊
院
宮
附
弟
に
関
し
て
は
、
宝
暦

十
二
年
（
一
七
六
二
）
十
一
月
に
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い

る
。

［
史
料
九
］『
兼
胤
記
』
宝
暦
十
二
年
十
一
月
十
八
日
条

一
、
曼
殊
院
室
無
住
ニ

付
閑（
典
仁
親
王
）

院
帥
宮
末
子
方（
公
璋
）宮三
才
、

相
続
之
儀
、
輪
門
令
旨
並

竹
門
院
家
静
浄
心
院

法
雲
院

・
家
来

塩
小
路
民
部
卿
・
千
種
中
務
卿
・

家
来
西
池
下
野
守
・
山
本
筑
前
守
、・
閑
院
宮
願
書
並

親（

英

仁

親

王

）

王
御
在
位
ニ

相
成
御
養
子
之
願
書
等
、
同
役
持
参
摂
政
殿
御
亭
被

申
入
、
可
沙
汰
被
命
、
附
葉
室
大
納
言
了
、

〔
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編

二
〇
一
五
年

四
六
〕

曼
殊
院
宮
が
無
住
で
あ
っ
た
た
め
、
閑
院
宮
典
仁
親
王
の
末

子
で
あ
る
方
宮
（
公
璋
法
親
王
）（
一
三
）へ
と
相
続
す
る
こ
と
を
希

望
す
る
旨
が
、
公
啓
法
親
王
を
は
じ
め
、
静
浄
心
院
や
そ
の
家

来
、
そ
し
て
閑
院
宮
か
ら
願
い
出
さ
れ
、
方
宮
を
後
桃
園
天
皇

の
養
子
と
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
公
啓
法
親
王
は
、
上
京
中
、

曼
殊
院
宮
の
整
備
に
も
尽
力
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る（
一
四
）。

こ
の
よ
う
に
、
公
啓
法
親
王
は
天
台
座
主
と
し
て
上
京
す
る

際
、
上
方
宮
門
跡
に
対
し
て
多
大
な
貢
献
を
果
た
し
て
い
た
。

ま
た
、
上
京
中
に
桃
園
天
皇
が
薨
去
す
る
と
い
う
事
態
に
直
面

し
、『
八
槐
御
記
』（
国
立
公
文
書
館
、online: im

g
/4266939

）

宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
八
月
二
十
二
日
条
に
は
、
天
台
座

主
と
し
て
桃
園
天
皇
の
葬
儀
に
参
列
し
た
様
子
が
記
録
さ
れ
て
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い
る
。
公
啓
法
親
王
は
、
朝
廷
を
中
心
と
し
た
宗
教
秩
序
を
守

り
、
そ
の
責
務
を
全
う
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
輪
王
寺
宮
は
、

そ
の
成
立
過
程
か
ら
、
し
ば
し
ば
上
方
宮
門
跡
に
対
し
て
上
位

の
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
が
、
江
戸
時
代
中
期
に
お
い

て
は
、
単
に
上
方
宮
門
跡
を
抑
え
る
の
で
は
な
く
、、
相
互
補
完

的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
輪
王

寺
宮
と
い
う
立
場
そ
の
も
の
は
、
上
方
宮
門
跡
秩
序
か
ら
独
立

し
た
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
公
啓
法
親
王
と
朝
廷
と
が
互
い
に
柔
軟
な
対
応
を
行
っ
た
結

果
と
し
て
、
上
方
宮
門
跡
秩
序
の
維
持
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

日
光
山
門
主
と
し
て
の
輪
王
寺
宮

天
台
座
主
と
し
て
上
京
し
て
い
た
時
期
の
公
啓
法
親
王
は
、

曼
殊
院
宮
と
し
て
の
活
動
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
一
方
で
日
光
山

門
主
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
お
り
、
そ
の
代
表
的
な
事
例

が
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
の
、
徳
川
家
康
の
百
五
十
回
忌

に
際
し
て
日
光
山
で
執
り
行
わ
れ
た
神
忌
（
法
会
）
で
あ
る
。

こ
の
法
会
で
は
、
公
啓
法
親
王
が
輪
王
寺
宮
と
し
て
導
師
を
務

め
、
法
会
の
進
行
を
指
揮
す
る
と
と
も
に
、
上
方
宮
門
跡
へ
の

接
待
な
ど
に
も
積
極
的
に
関
与
し
た
の
で
あ
る
。

神
忌
に
お
い
て
、
公
啓
法
親
王
は
、
調
整
役
と
し
て
事
前
に

動
い
て
お
り
、
例
え
ば
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
は
、
法
会

の
進
行
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
、
京
へ
と
次
の
通
り

に
尋
ね
て
い
る
。

［
史
料
十
］『
兼
胤
記
』
明
和
元
年
七
月
二
十
六
日
条

一
、
飛（

阿
部
正
允
）

騨
守
上
申
越
、
来
年
日
光
法
会
御
経
供
養
曼
荼
羅

供
次
第
書
、
勅
会
之
事
故
自
京
都
作
進
可
有
之
哉
之

旨
、
日

（
公
啓
法
親
王
）

門
よ
り
被
申
候
、
五
十
回
・
百
回
之
節
も

従
京
都
作
進
無
之
間
、
此
度
も
先
例
之
通
日
光
門
跡

定
有
之
方
と
存
候
由
之
事
、
舞
楽
目
録
、
道
具
等
用

意
之
た
め
前
以
相
知
候
様
致
度
候
由
之
事
、
摂
政
殿
江

申
入
、
次
第
書
可
為
先
例
之
通
可
答
遣
、
楽
目
六
四

辻
よ
り
被
書
出
候
様
ニ
可
申
達
、
被
命
了

〔
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編

二
〇
二
一
年

二
五
六
〕

右
の
引
用
は
、
神
忌
の
中
に
は
勅
会
が
行
わ
れ
る
日
が
あ
り
、

勅
会
の
次
第
書
を
朝
廷
で
作
成
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

公
啓
法
親
王
が
朝
廷
へ
相
談
し
た
記
録
で
あ
る
。
朝
廷
か
ら
の
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返
答
と
し
て
は
、
過
去
の
法
会
の
例
に
倣
い
、
今
回
も
輪
王
寺

宮
側
で
作
成
す
べ
き
で
あ
る
と
の
回
答
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ま

で
の
輪
王
寺
宮
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
朝
廷
に
次
第
書
の
作

成
を
確
認
す
る
事
例
は
見
ら
れ
ず
、
公
啓
法
親
王
が
朝
廷
へ
と

特
段
の
配
慮
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
一
五
）。

ま
た
、
兼
胤
が
公
啓
法
親
王
に
依
頼
し
た
事
例
も
あ
り
、『
兼

胤
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

［
史
料
十
一
］『
兼
胤
記
』
明
和
元
年
九
月
十
六
日
条

一
、
東
照
宮
五
十
回
忌
之
節

御
所
方
よ
り
御
贈
経
、
其

品
不
相
知
、
留
書
等
ニ
無
之
、
輪
（
公
啓
法
親
王
）
門
へ
も
内
ゝ
尋

申
候
処
不
相
知
、
仍
飛
騨
守
へ
内
ゝ
吟
味
之
事
申
達
、

老（
松
平
武
元
）
中
よ
り
考
来
候
趣
飛
騨
守
書
付
差
越
、
摂
政
殿
へ

申
入
了
（
後
略
）

〔
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編

二
〇
一
八
年

二
八
七
〕

五
十
回
忌
の
際
に
贈
ら
れ
た
御
経
に
関
す
る
記
録
が
な
か
っ

た
た
め
、
兼
胤
が
各
所
に
確
認
を
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
公
啓

法
親
王
も
そ
の
確
認
先
の
一
つ
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
。
公
啓

法
親
王
自
身
は
詳
細
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た（
一
六
）も
の
の
、

法
会
の
準
備
に
向
け
て
両
者
が
協
力
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
は
、
百
五
十
回
忌
の

法
会
が
執
り
行
わ
れ
た
。
神
忌
は
、
そ
の
儀
礼
上
に
お
い
て
は
、

大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、

上
方
か
ら
の
参
列
者
お
よ
び
贈
経
者
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

参
列
者
に
つ
い
て
は
『
兼
胤
記
』
に
て
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ

て
い
る
。

［
史
料
十
二
］『
兼
胤
記
』
明
和
二
年
三
月
十
九
日
条

十
九
日
、
甲
午
、
晴
、

一
、
天
明
之
比
自
阿
部
飛
騨
守
宿
継
脚
力
来
、
達
議
奏
書
状
、

飛
騨
守
よ
り
示
来
趣
、
議
奏
同

様
也
、
在
神
忌
一
件
之
留
帳
、

一
書
令
申
入
候
、
主
（
後
桜
町
天
皇
）
上
・
女
（
二
条
舎
子
）
院
・
親
（
英
仁
親
王
）
王
御
安
全
被

為
渡
候
、
御
両
卿
御
清
福
可
有
御
旅
行
、
珍
重
存
候
、

然
ハ
、
昨
夜
阿
部
飛
州
よ
り
別
紙
之
通
申
来
侯
ニ
付
、

発
出
日
限
正
徳
度
之
通
相
定
向
江ゝ
申
達
候
、
仍
日

割
書
付
令
進
之
候
、
恐
ゝ
謹
言
、

三
月
十
五
日

広
橋
大
納
言
殿

雅
香

姉
小
路
前
大
納
言
殿

頼
要
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（
中
略
）

別
紙

青（
尊
真
法
親
王
）

蓮
院
宮
三
月
十
八
日
出
立
、

四
月
三
日
日
光
着
、

梶（
常
仁
法
親
王
）

井
宮
三
月
十
九
日
出
立
、

四
月
四
日
日
光
着
、

鷹（

輔

平

）

司
右
大
臣
三
月
廿
六
日
出
立
、

四
月
十
五
日
日
光
着
、

転（

三

条

季

晴

）

法
輪
大
納
言
已
下
三
月
廿
六
日
出
立
、

四
月
十
日
日
光
着
、

平（

時

行

）

松
中
納
言
已
下
三
月
廿
七
日
出
立
、

四
月
十
一
日
日
光
着
、

風（

公

雄

）

早
宰
相
已
下
三
月
廿
八
日
出
立
、

四
月
十
二
日
日
光
着
、

樋（

基

康

）

口
前
宰
相
已
下
三
月
廿
九
日
出
立
、

四
月
十
三
日
日
光
着
、

六（

有

起

）

条
前
大
納
言
已
下
三
月
丗
日
出
立
、

四
月
十
四
日
日
光
着
、

〔
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編

二
〇
二
一
年

八
七
～
八
八
〕

右
の
引
用
は
、
公
家
や
上
方
宮
門
跡
が
法
会
に
際
し
て
、
京

を
出
発
し
、
日
光
山
に
到
着
す
る
予
定
を
ま
と
め
た
記
録
で
あ

る
。
主
要
な
公
家
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
比
叡
山
三
門
跡
か
ら

も
青
蓮
院
宮
と
梶
井
宮
が
参
列
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

一
方
、
妙
法
院
門
跡
に
つ
い
て
は
、
門
主
の
尭
恭
法
親
王
が
明

和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
逝
去
し
、
附
弟
も
定
め
ら
れ
て
い
な

い
状
況
下
で
あ
っ
た
た
め
、
参
加
が
困
難
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
五
十
回
忌
以
降
、
神
忌
の
規
模
が
縮
小
し
て
い
る
こ
と

は
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る（
一
七
）が
、
上
方
宮
門
跡
に
お

い
て
も
、
同
様
に
規
模
を
縮
小
し
な
が
ら
も（
一
八
）、
主
要
宮
門

跡
は
引
き
続
き
参
加
し
て
い
る
様
子
が
確
認
出
来
る
。

次
に
贈
経
者
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
ち
ら
は
規
模
の
縮
小
が

見
ら
れ
ず
、
依
然
と
し
て
同
様
の
規
模
感
を
維
持
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

［
史
料
十
三
］『
兼
胤
記
』
明
和
二
年
四
月
十
六
日
条

一
、
禁
裡
御
贈
経
院
承
仕
道
泉
調
進
、筆
者
、

序
品　
　
　
　

輪
王
寺
宮
公
啓
親
王
、

方
便
品　
　
　

醍
醐
前
内
大
臣
兼
潔
公
、

譬
喩
品　
　
　

左
大
臣
尚
実
公
、

信
解
品　
　
　

三
条
大
納
言
季
晴
卿
、

薬
草
喩
品　
　

右
大
臣
輔
平
公
、

授
記
品　
　
　

大
覚
寺
前
大
僧
正
寬
深
、

化
城
喩
品　
　

花
山
院
大
納
言
長
熙
卿
、

五
百
弟
子
品

青
蓮
院
宮
尊
英
親
王
、

人
記
品　
　
　

小
倉
前
大
納
言
宜
季
卿
、
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法
師
品　
　
　

高
辻
前
大
納
言
家
長
卿
、

見
宝
塔
品　
　

円
満
院
前
大
僧
正
祐
常
、

提
婆
品　
　
　

内
大
臣
道
前
公
、

観
持
品　
　
　

西
園
寺
大
納
言
賞
季
卿
、

安
樂
行
品　
　

葉
室
前
大
納
言
頼
要
卿
、

涌
出
品　
　
　

中
山
中
納
言
愛
親
卿
、

壽
量
品　
　
　

花
山
院
前
右
大
臣
常
雅
公
、

分
別
功
徳
品

日
野
中
納
言
資
枝
卿
、

隨
喜
功
德
品

右
大
将
重
良
卿
、

法
師
功
徳
品

清
水
谷
大
納
言
実
栄
卿
、

常
不
軽
品　
　

知
恩
院
宮
尊
峯
親
王
、

神
力
品　
　
　

姉
小
路
前
大
納
言
公
文
卿
、

囑
累
品　
　
　

兼
胤

薬
王
品　
　
　

平
松
中
納
言
時
行
卿
、

妙
音
品　
　
　

油
小
路
大
納
言
隆
前
卿
、

普
門
品　
　
　

四
条
中
納
言
隆
敍
卿
、

陀
羅
尼
品　
　

庭
田
前
大
納
言
重
熙
卿
、

妙
荘
厳
品　
　

四
辻
中
納
言
公
亨
卿
、

勧
発
品　
　
　

正
親
町
前
大
納
言
実
連
卿
、

外
題　
　
　
　

帥
宮
典
仁
親
王
、

無
量
義
経
三
卷
、

聖
護
院
宮
増
賞
親
王
、

勧
普
賢
経　
　

隨
自
意
院
宮
公
遵
親
王
、

阿
弥
陀
経　
　

冷
泉
前
大
納
言
宗
家
卿
、

般
若
心
経　
　

上
總
宮
公（京
極
宮
）

仁
親
王
、

筆
者
目
錄　
　

石
井
前
宰
相
行
忠
卿
、

筥
銘　
　
　
　

梶
井
宮
常
仁
親
王
、

女
院
御
贈
経

般
若
心
経

綾
小
路
按
察
使
有
美
卿
、

外
題　
　
　
　

式
部
卿
宮
家
仁
親
王

親
王
同　
　
　

同　
　
　
　

難
波
中
納
言
宗
城
卿
、

同　
　
　
　
　

前
関
白
道
香
公
、

准
后
同　
　
　

摺
字
阿
弥
陀
経

〔
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編

二
〇
二
一
年

一
一
三
～
一
一
五
〕

円
満
院
宮
や
聖
護
院
宮
は
、
過
去
の
神
忌
に
参
列
し
た
宮
門

跡
で
あ
り
、
今
回
は
直
接
の
参
列
が
な
か
っ
た（
一
九
）も
の
の
、

贈
経
と
い
う
形
で
儀
式
に
関
わ
っ
て
い
る（
二
〇
）。
ま
た
、
公
啓

法
親
王
の
特
徴
と
し
て
、
閑
院
宮
と
京
極
宮
が
関
与
し
て
い
る

点
が
特
筆
さ
れ
る
。
神
忌
に
お
い
て
世
襲
親
王
家
の
名
が
見
え

る
の
は
、
こ
の
両
家
が
初
め
て
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
徳
川
家
と
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婚
姻
関
係
を
持
つ
親
王
家
で
あ
る（
二
一
）。
拙
稿
に
て
、
公
啓
法

親
王
の
選
出
理
由
を
徳
川
家
と
の
関
係
性
に
基
づ
く
と
考
察
し

た
が
、
徳
川
家
康
の
法
要
に
関
与
し
た
事
例
を
通
じ
て
、
こ
の

関
係
性
の
重
要
性
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
た
と
言
え
る
。

ま
た
、
公
啓
法
親
王
以
前
の
輪
王
寺
宮
と
比
較
し
た
場
合
、

儀
礼
上
に
お
い
て
は
特
に
顕
著
な
変
化
は
確
認
で
き
な
い
も
の

の（
二
二
）、
公
啓
法
親
王
特
有
の
事
象
と
し
て
、
上
方
宮
門
跡
に

対
す
る
饗
応
が
挙
げ
ら
れ
る
。
法
会
の
前
後
に
は
二
度
の
饗
応

が
行
わ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

［
史
料
十
四
］『
兼
胤
記
』
明
和
二
年
四
月
十
二
日
条

一
、
未
斜
詣
青（

尊
真
法
親
王
）

蓮
院
・
梶
（
常
仁
法
親
王
）
井
両
宮
宿
坊
、
賀
登
山
之
儀
、

次
参
本
坊
、
前（

姉
小
路
公
文
）

亞
相
同
参
入
、
有
饗
応
、
賜
手
製
薫

衣
香
二
種
、
紫
舟
・

塩
釜
、

子
刻
許
帰
宿
坊
、

〔
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編

二
〇
二
一
年

一
一
〇
〕

［
史
料
十
五
］『
華
頂
要
略
門
主
伝
』
明
和
二
年
四
月
十
二
日
条

今
日
於
輪（
公
啓
法
親
王
）

王
寺
宮
御
饗
応
有
之
、
依
茲
毛
氈
五
枚
、
御
菓

子
四
重
一
折
被
進
之
、

〔
仏
書
刊
行
会

編

一
九
八
一

八
〇
〇
〕

［
史
料
十
六
］『
兼
胤
記
』
明
和
二
年
五
月
五
日
条

一
、
輪
王
寺
宮
依
御
招
、
参
浅
草
寺
本
坊
、
伝
法
院
、右
府
・

青
門
・
梨
門
・
予
・
姉
小
路
・
平
松
・
四
辻
等
被
招
、

有
能
嚮
応
、
観
世
父
子

勤
之
、

薄
暮
還
馳
走
所
、

〔
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編

二
〇
二
一
年

一
四
〇
～
一
四
一
〕

日
光
山
本
坊
で
あ
る
光
明
院
や
浅
草
寺
に
お
い
て
、
公
家
衆

や
青
蓮
院
宮
、
梶
井
宮
が
饗
応
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
。
輪
王
寺

宮
は
基
本
的
に
関
東
に
滞
在
す
る
た
め
、
他
の
宮
門
跡
と
対
面

す
る
機
会
が
限
ら
れ
て
い
た
が
、
公
啓
法
親
王
の
代
で
は
、
そ

の
饗
応
に
関
す
る
記
述
が
特
に
厚
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
公

啓
法
親
王
は
、
歴
代
の
輪
王
寺
宮
と
比
較
し
て
、
上
方
宮
門
跡

と
の
関
係
が
深
く
、
今
回
の
饗
応
も
、
そ
の
関
係
性
の
影
響
が

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
公
啓
法
親
王
は
日
光
山
門
主
と
し
て
神
忌
を

執
り
行
っ
た
が
、
そ
の
振
る
舞
い
は
、
他
宮
門
跡
に
対
し
て
上

位
者
と
し
て
振
舞
う
の
で
は
な
く
、
協
調
的
か
つ
融
和
的
な
姿

勢
を
示
し
て
い
た
と
言
え
る
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
、『
兼
胤
記
』
に
記
録
さ
れ
た
輪
王
寺
宮
相
続
後
の

公
啓
法
親
王
の
動
向
に
注
目
し
、
天
台
座
主
宣
下
の
た
め
の
上

京
期
間
お
よ
び
徳
川
家
康
百
五
十
回
忌
に
お
け
る
行
動
を
中
心

に
、
そ
の
役
割
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
公
啓
法
親
王
は
上

方
宮
門
跡
秩
序
の
維
持
に
大
き
く
貢
献
し
、
上
方
宮
門
跡
と
の

関
係
性
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
融
和
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

公
啓
法
親
王
は
、
深
刻
な
皇
子
不
足
を
背
景
に
、
歴
代
輪
王

寺
宮
と
し
て
初
め
て
世
襲
親
王
家
か
ら
選
出
さ
れ
た
人
物
で
あ

る
。
こ
の
皇
子
不
足
の
時
代
に
お
い
て
、
輪
王
寺
宮
と
上
方
宮

門
跡
の
存
続
は
最
優
先
課
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
両
者
の
関
係

は
融
和
的
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
方
宮
門
跡
が
存
続
し

な
け
れ
ば
転
住
相
続
が
で
き
ず
、
輪
王
寺
宮
は
成
立
し
得
な
い
。

一
方
、
上
方
宮
門
跡
も
人
員
不
足
の
中
、
輪
王
寺
宮
を
秩
序
に

組
み
込
む
こ
と
で
存
続
を
は
か
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
で
は
詳
述
し
な
か
っ
た
が
、
上
方
と
の
融
和
と

い
う
視
点
か
ら
、
先
代
輪
王
寺
宮
で
あ
る
公
遵
法
親
王
の
動
向

も
注
目
さ
れ
る
。
公
遵
法
親
王
は
、
輪
王
寺
宮
と
し
て
初
め
て

存
命
中
に
隠
居
し
、
公
啓
法
親
王
に
地
位
を
譲
っ
た
後
、
病
気

療
養
を
理
由
に
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
九
月
に
上
京
し
、

長
期
間
京
に
滞
在
し
た（
二
三
）。『
兼
胤
記
』
で
は
、
隠
居
後
の
公

遵
法
親
王
に
関
す
る
記
述
は
限
定
的
で
あ
る
が
、
宝
暦
十
二
年

（
一
七
六
二
）
十
二
月
二
十
三
日
条
に
、
桃
園
天
皇
の
崩
御
に
伴

う
婚
礼
の
延
期
を
、
公
遵
法
親
王
が
提
案
す
る
一
例
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
婚
礼
は
、
藤
堂
家
と
清
水
谷
家
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
公
遵
法
親
王
が
、
武
家
と
の
関
係

に
お
け
る
調
整
役
と
し
て
、
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
輪
王
寺
宮
の
融
和
的
な
姿
を
捉
え
る
た
め
に

は
、
一
代
ご
と
に
詳
細
な
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
各
種
史
料
を
用
い
て
輪
王
寺
宮
の
具
体
的
な
姿
を
検
討

す
る
こ
と
が
、
現
状
の
輪
王
寺
宮
研
究
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
基
礎
的
研
究
の
蓄
積
に
よ
り
、
初
め
て
輪
王

寺
宮
の
正
確
な
姿
を
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

注（
一
）
た
だ
し
杣
田
の
場
合
は
、
公
儀
（
幕
府
）
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
輪
王
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寺
宮
さ
え
も
、
形
式
的
な
存
在
に
過
ぎ
ず
、
最
終
的
な
決
定
権
は
公
儀
に

あ
る
こ
と
を
結
論
づ
け
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
二
）
輪
王
寺
宮
は
、
輪
王
寺
宮
本
人
の
手
に
よ
る
日
記
史
料
等
は
残
っ
て
お
ら

ず
、
特
に
江
戸
時
代
中
頃
に
関
し
て
は
、『
慈
眼
大
師
全
集
』
に
お
け
る

「
東
叡
大
王
御
歴
代
略
御
年
譜
」
や
「
纂
輯
御
系
譜
」
な
ど
の
史
料
群
に

限
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
近
年
で
は
、
本
論
文
で
扱
う
武
家
伝
奏
日
記

や
、
輪
王
寺
宮
が
住
職
を
務
め
た
『
浅
草
寺
日
記
』
と
い
っ
た
史
料
の
公

開
・
翻
刻
等
が
進
み
、
輪
王
寺
宮
研
究
の
環
境
が
充
実
し
つ
つ
あ
る
。

（
三
）
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史

近
世
編
2
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）
や

杣
田
善
雄
『
幕
藩
権
力
と
寺
院
・
門
跡
』（
思
文
閣
史
学
叢
書
、
二
〇
〇
三
）

は
、
初
期
の
江
戸
宗
教
政
策
や
、
天
海
僧
正
に
着
目
し
て
、
そ
の
一
環
と

し
て
初
代
輪
王
寺
宮
で
あ
る
守
澄
法
親
王
に
つ
い
て
言
及
し
た
研
究
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
最
後
の
輪
王
寺
宮
で
あ
る
公
現
法
親
王
は
、
史
料

が
現
在
に
ま
で
豊
富
に
伝
わ
っ
て
い
る
他
、
戊
辰
戦
争
に
て
奥
羽
越
列
藩

同
盟
の
盟
主
を
務
め
た
こ
と
も
あ
り
、
藤
井
徳
行
「
明
治
元
年
・
所
謂

「
東
北
朝
廷
」
成
立
に
関
す
る
考
察
―
輪
王
寺
宮
公
現
法
親
王
を
め
ぐ
っ

て
」（『
近
代
日
本
史
の
新
研
究
一
』、
北
樹
出
版
、
一
九
八
一
年
）
や
熊
野

秀
一
「
公
現
法
親
王
の
奥
羽
越
列
藩
同
盟
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
」

（『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集

三
十
七
』
二
〇
一
三
）
な
ど
、
盛
ん
に

研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
初
代
と
最
終
代
に
先
行
研
究
は
集

中
し
て
お
り
、
歴
代
全
体
へ
の
考
察
が
少
な
い
。

（
四
）
脚
注
一
で
示
し
た
よ
う
に
、
近
年
で
は
史
料
捜
索
の
発
展
に
よ
り
、
森
田

晃
一
「
東
叡
山
主
・
輪
王
寺
宮
の
浅
草
寺
御
成
に
つ
い
て
」（『
岐
阜
女
子

大
学
地
域
文
化
研
究
』
第
一
五
号
、
一
九
九
八
年
）
や
菅
野
洋
介
「
輪
王

寺
宮
の
浅
草
寺
御
成
と
相
撲
―
徳
川
家
斉
政
権
期
を
中
心
に
―
」（『
駒
沢

史
学

一
〇
二
』
二
〇
二
四
）
な
ど
、
輪
王
寺
宮
に
関
す
る
具
体
的
な
研

究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

（
五
）
輪
王
寺
宮
は
通
常
、
日
光
山
輪
王
寺
・
上
野
寛
永
寺
・
山
科
毘
沙
門
堂
・

滋
賀
院
を
兼
帯
す
る
が
、
そ
う
い
っ
た
宮
門
跡
寺
院
と
は
別
に
、
公
啓
法

親
王
一
代
に
限
り
、
特
例
と
し
て
曼
殊
院
宮
の
兼
帯
が
許
さ
れ
て
い
る
。

（
六
）
転
住
相
続
に
つ
い
て
は
、
石
津
裕
之
「
近
世
中
期
に
お
け
る
宮
門
跡
の
相

続
」（『
日
本
歴
史
』
八
三
四
、
日
本
歴
史
学
会
、
二
〇
一
七
）
に
依
る
。

石
津
は
、
宮
門
跡
の
相
続
過
程
を
、
宮
家
皇
子
を
直
接
附
弟
に
定
め
る
直

接
相
続
と
、
他
の
門
主
を
附
弟
と
し
て
転
住
さ
せ
る
転
住
相
続
の
二
つ
に

大
別
し
、
直
接
相
続
は
朝
廷
を
通
し
て
円
滑
な
合
意
が
形
成
さ
れ
る
の
に

対
し
、
転
住
相
続
に
お
い
て
は
、
寺
格
の
変
化
（
降
下
）
を
危
惧
し
て
、

場
合
に
よ
っ
て
は
朝
廷
に
反
発
す
る
様
子
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
七
）
第
三
代
輪
王
寺
宮
で
あ
る
公
弁
法
親
王
が
毘
沙
門
堂
門
跡
を
兼
帯
し
た
結

果
、
以
降
輪
王
寺
宮
が
毘
沙
門
堂
を
兼
帯
し
続
け
る
こ
と
と
な
り
、
実
質

的
に
輪
王
寺
宮
の
支
配
下
に
入
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
部

輪
王
寺
宮
に
関
し
て
は
、
日
光
や
上
野
の
墓
地
と
は
別
に
、
毘
沙
門
堂
に

も
髪
爪
塔
と
い
う
形
で
供
養
さ
れ
て
い
る
。
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（
八
）
灌
頂
を
行
う
た
め
で
あ
っ
て
、
伝
法
の
た
め
で
は
な
い
点
に
は
注
意
が
必

要
で
あ
る
。『
華
頂
要
略
門
主
伝
』
で
も
、
尊
真
法
親
王
へ
公
啓
法
親
王

が
灌
頂
を
授
け
て
い
る
も
の
の
、
伝
法
自
体
は
、
青
蓮
院
の
院
家
で
あ
る

尊
勝
院
僧
正
の
文
什
が
行
っ
て
い
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
あ
く
ま

で
宮
門
跡
か
ら
宮
門
跡
へ
と
灌
頂
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、

格
式
上
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
九
）
輪
王
寺
宮
が
兼
帯
す
る
寛
永
寺
・
毘
沙
門
堂
・
滋
賀
院
は
、
寛
永
寺
は
東

叡
山
創
設
の
一
環
と
し
て
整
備
さ
れ
、
毘
沙
門
堂
は
輪
王
寺
初
代
門
主
で

あ
る
天
海
僧
正
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
、
滋
賀
院
も
天
海
僧
正
に
よ
っ
て
創

建
さ
れ
て
い
る
。

（
一
〇
）
尊
真
法
親
王
へ
の
灌
頂
を
行
っ
た
後
、
曼
殊
院
宮
は
輪
王
寺
宮
兼
帯
か

ら
「
御
預
」
に
再
び
戻
っ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
一
時
的
な
措
置
と
し
て
兼

帯
を
行
っ
て
い
る
。

（
一
一
）
但
し
『
兼
胤
記
』
上
に
お
い
て
は
、
上
京
中
に
お
い
て
も
、
輪
王
寺
宮

も
し
く
は
輪
王
寺
座
主
宮
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。『
兼
胤
記
』
が

武
家
伝
奏
日
記
な
の
に
対
し
て
、『
華
頂
要
略
門
主
伝
』
は
青
蓮
院
の
編

纂
史
料
で
あ
り
、
公
家
と
仏
僧
で
の
意
識
の
違
い
が
見
て
取
れ
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

（
一
二
）
拙
稿
「『
広
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
』
か
ら
見
る
公
啓
法
親
王
の
相
続

事
情
」
で
は
、
上
方
宮
門
跡
と
輪
王
寺
宮
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
閑
院
宮

家
出
身
の
公
啓
法
親
王
の
格
が
上
方
門
跡
と
同
等
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

考
察
し
た
が
、
こ
の
『
華
頂
要
略
門
主
伝
』
の
記
事
か
ら
も
、
同
様
の
こ

と
が
確
認
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
尊
真
法
親
王
は
、
伏
見
宮
家
出
身
の

法
親
王
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
天
皇
の
血
統
に
連
な
る
人
物
で
あ
る
と
さ

れ
て
お
り
、
世
襲
親
王
家
の
格
式
高
さ
が
窺
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
閑
院
宮
家
出
身
で
あ
る
公
現
法
親
王
を
輪
王
寺
宮
に
選

択
す
る
こ
と
は
、
格
式
上
問
題
な
か
っ
た
た
め
に
、
選
ば
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
察
で
き
る
。

（
一
三
）
こ
の
後
、
公
璋
法
親
王
は
曼
殊
院
宮
相
続
の
た
め
に
動
く
こ
と
と
な
る

が
、
実
際
に
は
曼
殊
院
宮
と
し
て
入
寺
得
度
を
行
う
前
に
、
安
永
元
年

（
一
七
七
二
）
公
啓
法
親
王
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
急
遽
輪
王
寺
宮
附

弟
と
し
て
移
転
し
て
い
る
。
そ
の
直
後
に
は
、
閑
院
宮
家
か
ら
曼
殊
院
宮

跡
継
ぎ
を
定
め
る
も
、
幼
少
の
間
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を

二
回
ほ
ど
繰
り
返
し
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
譲
仁
法
親
王
が
曼
殊

院
宮
を
相
続
す
る
ま
で
の
間
、
曼
殊
院
宮
は
無
住
の
宮
門
跡
と
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。

（
一
四
）
こ
の
他
、
宝
暦
十
二
年
の
九
月
と
十
一
月
の
二
回
を
通
じ
て
、
輪
門
令

旨
が
出
さ
れ
、
ど
ち
ら
も
曼
殊
院
門
下
へ
の
僧
位
の
授
与
に
関
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

（
一
五
）
史
料
上
の
問
題
も
あ
る
が
、
神
忌
の
研
究
に
関
し
て
は
、
神
忌
の
動
向

に
注
目
す
る
よ
う
な
研
究
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
前
段
階
で
あ
る
開
催
ま

で
の
足
掛
か
り
な
ど
に
関
し
て
は
、
考
察
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
も
理
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由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
一
六
）
輪
王
寺
宮
で
あ
り
な
が
ら
、
神
忌
の
記
録
に
関
し
て
、
完
全
に
把
握
し

て
い
な
い
と
い
う
点
は
注
目
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
公
啓
法
親
王
ま

で
の
輪
王
寺
宮
は
、
突
発
的
に
交
代
す
る
こ
と
が
多
く
、
輪
王
寺
宮
御
自

身
の
日
記
等
が
現
状
確
認
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
記
録
の
伝
達

過
程
が
不
明
瞭
な
た
め
で
あ
る
。
輪
王
寺
宮
を
支
え
る
下
部
組
織
も
い
く

つ
か
存
在
す
る
た
め
、
総
体
と
し
て
の
輪
王
寺
宮
と
、
記
録
の
伝
達
過
程

と
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
な
お
、
輪
王
寺
宮
の

組
織
運
営
に
注
目
し
た
先
行
研
究
と
し
て
、
横
田
知
恵
子
の
「
寛
永
寺
の

寺
務
組
織
に
つ
い
て
」（『
学
習
院
史
学
』
第
三
号
、
一
九
六
六
年
）
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
一
七
）
曽
根
原
理
「
徳
川
家
康
年
忌
行
事
と
延
暦
寺
」（『
佛
教
史
学
研
究
』
佛

教
史
学
会
、
二
〇
〇
八
年
）
に
て
、
百
回
忌
か
ら
は
参
列
し
て
い
る
僧
侶

の
人
数
が
減
少
し
て
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
規
模
の
縮
小
化
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

（
一
八
）
曼
殊
院
宮
、
円
満
院
宮
、
聖
護
院
宮
な
ど
、
過
去
に
参
列
し
て
い
た
宮

門
跡
は
、
百
回
忌
以
降
参
列
し
て
い
な
い
。

（
一
九
）
『
兼
胤
記
』
上
で
の
記
録
の
検
討
や
、『
日
光
御
逗
留
中
日
次
：
東
照
宮

百
五
十
回
神
忌
：
明
和
二
乙
酉
年
四
月
九
日
ヨ
リ
同
十
一
日
迄
』（
京
都

学
歴
彩
館
所
蔵
）
に
お
け
る
記
載
内
容
の
検
討
に
よ
る
。

（
二
〇
）
曼
殊
院
門
跡
な
ど
も
過
去
に
は
参
列
者
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
が
、
公

璋
法
親
王
は
未
だ
幼
く
、
贈
経
な
ど
も
行
え
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
神
忌

の
規
模
の
縮
小
化
も
起
こ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
皇
子
不
足
＆
宮

門
跡
相
続
不
安
定
に
よ
る
門
主
の
若
年
化
に
よ
り
、
宗
教
上
の
不
安
定
化

が
縮
小
化
を
招
い
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
も
出
来
る
。

（
二
一
）
閑
院
宮
家
は
、
閑
院
宮
直
仁
親
王
第
六
王
女
の
倫
子
女
王
が
、
徳
川
家

治
の
正
室
と
し
て
婚
姻
関
係
に
あ
る
の
に
対
し
、
京
極
宮
は
、
当
主
の
公

仁
親
王
が
、
紀
州
徳
川
家
の
徳
川
宗
直
娘
と
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
。

（
二
二
）
『
晃
山
拾
葉

第
十
九
巻
』（
国
立
公
文
書
館
、online: im

g.pdf /

3963990

）、『
東
照
宮
百
廻
御
忌
記
正
徳
五
年
四
月
十
七
日
』（
筑
波
大
学

所
蔵
）、『
華
頂
要
略
門
主
伝
』
と
の
比
較
に
よ
る
。『
兼
胤
記
』
に
お
い

て
は
、
兼
胤
達
公
家
衆
が
、
四
月
九
日
に
日
光
山
に
到
着
し
て
か
ら
の
様

子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
四
月
六
日
か
ら
読
経
が
行
わ
れ
て
お

り
、
そ
こ
で
は
輪
王
寺
宮
・
青
蓮
院
宮
・
梶
井
宮
が
代
わ
る
代
わ
る
導
師

を
務
め
て
い
る
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
二
三
）
公
遵
法
親
王
は
京
都
で
の
完
全
な
隠
居
を
意
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
実
際
に
は
公
啓
法
親
王
が
存
命
中
に
早
逝
し
た
た
め
、
一
時
的
に

臨
時
の
輪
王
寺
宮
と
し
て
再
び
関
東
へ
下
向
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

参
考
文
献

石
津
裕
之

二
〇
一
七
「
近
世
中
期
に
お
け
る
宮
門
跡
の
相
続
」（『
日
本
歴
史
』

八
三
四
、
日
本
歴
史
学
会
）



－270（21）－

熊
野
秀
一

二
〇
一
三
「
公
現
法
親
王
の
奥
羽
越
列
藩
同
盟
に
お
け
る
役
割
に

つ
い
て
」（『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』
第
三
十
七
号
、
大
正

大
学
大
学
院
）

菅
野
洋
介

二
〇
二
四
「
輪
王
寺
宮
の
浅
草
寺
御
成
と
相
撲
―
徳
川
家
斉
政
権

期
を
中
心
に
―
」（『
駒
沢
史
学
』
第
一
〇
二
号
、
駒
沢
史
学
会
編
）

曽
根
原
理

一
九
九
六
『
徳
川
家
康
神
格
化
へ
の
道
―
中
世
天
台
思
想
の
展
開
』

吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
八
「
徳
川
家
康
年
忌
行
事
と
延
暦
寺
」（『
佛
教
史
学
研
究
』

佛
教
史
学
会
）

杣
田
善
雄

二
〇
〇
三
『
幕
藩
権
力
と
寺
院
・
門
跡
』
思
文
閣
史
学
叢
書

辻
善
之
助

一
九
五
三
『
日
本
仏
教
史

近
世
編
2
』
岩
波
書
店

東
京
大
学
史
料
編
纂
所

編

一
九
九
〇
『
大
日
本
近
世
史
料

廣
橋
兼
胤
公
武

御
用
日
記
』
第
一
巻

東
京
大
学
出
版
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

二
〇
一
三
『
大
日
本
近
世
史
料

廣
橋
兼
胤
公
武

御
用
日
記
』
第
十
巻

東
京
大
学
出
版
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

二
〇
一
五
『
大
日
本
近
世
史
料

廣
橋
兼
胤
公
武

御
用
日
記
』
第
十
二
巻

東
京
大
学
出
版
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

二
〇
一
八
『
大
日
本
近
世
史
料

廣
橋
兼
胤
公
武

御
用
日
記
』
第
十
三
巻

東
京
大
学
出
版
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

二
〇
二
一
『
大
日
本
近
世
史
料

廣
橋
兼
胤
公
武

御
用
日
記
』
第
十
四
巻

東
京
大
学
出
版
会

藤
井
徳
行

一
九
八
一
「
明
治
元
年
・
所
謂
「
東
北
朝
廷
」
成
立
に
関
す
る
考

察
―
輪
王
寺
宮
公
現
法
親
王
を
め
ぐ
っ
て
」（
手
塚
豊
編
『
近
代

日
本
史
の
新
研
究
一
』
北
樹
出
版
）

仏
書
刊
行
会
編

一
九
八
一
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
二
九
巻
、
仏
書
刊
行
会

松
本
大
輝

二
〇
二
四
「『
広
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
』
か
ら
見
る
公
啓
法
親

王
の
相
続
事
情
」（『
常
民
文
化
』
第
四
十
六
号
、
成
城
大
学
院
）

村
山
修
一

一
九
七
三
「
妙
法
院
門
跡
堯
恕
法
親
王
と
そ
の
時
代
」（『
史
林
』

第
五
十
六
巻
四
号
）

森
田
晃
一

一
九
九
八
「
東
叡
山
主
・
輪
王
寺
宮
の
浅
草
寺
御
成
に
つ
い
て
」

（『
岐
阜
女
子
大
学
地
域
文
化
研
究
』
第
一
五
号
、
岐
阜
女
子
大
学

地
域
文
化
研
究
所
）

横
田
知
恵
子

一
九
六
六
「
寛
永
寺
の
寺
務
組
織
に
つ
い
て
」（『
学
習
院
史
学
』

第
三
号
、
学
習
院
大
学
史
学
会
）

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

『
晃
山
拾
葉

十
九
巻
』

https: /
/w

w
w

.digital.archives.go.jp
/im

g.pdf /3963990

（
２
０
２
４
年
9
月
10
日
閲
覧
）

『
八
槐
御
記

二
十
四
巻
』

https: /
/w

w
w

.digital.archives.go.jp
/im

g
/4266939

（
２
０
２
４
年
10
月
5
日
閲
覧
）






